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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
自
衛
官
の
自
殺
を
巡
る
訴
訟
並
び
に
ご
遺
族
に
対
す
る
防
衛
省
の
対
応
等
に
関
す
る
再

質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

平
成
二
十
年
八
月
二
十
五
日
の
福
岡
高
等
裁
判
所
の
判
決
に
お
い
て
同
高
等
裁
判
所
の
理
解
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
国
の
主

張
の
要
旨
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

�

自
殺
し
た
三
等
海
曹
（
以
下
「
当
該
隊
員
」
と
い
う
。
）
の
上
官
の
言
動
の
違
法
性
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
、
言
葉
に

よ
る
職
務
上
の
厳
し
い
指
導
は
行
為
者
の
意
図
や
認
識
を
考
慮
せ
ず
に
直
ち
に
違
法
と
な
る
も
の
で
は
な
い
と
し
た
上
で
、

違
法
と
な
る
よ
う
な
上
官
の
言
動
は
な
か
っ
た
。

�

上
官
の
行
為
と
当
該
隊
員
の
自
殺
と
の
間
の
相
当
因
果
関
係
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
当
該
隊
員
の
自
殺
原
因
は
、
三
曹

か
い

と
い
う
階
級
と
そ
れ
に
見
合
う
自
己
の
技
能
練
度
と
の
乖
離
に
苦
悩
し
、
焦
り
を
徐
々
に
募
ら
せ
て
い
っ
た
こ
と
に
あ
る

と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
上
官
か
ら
受
け
た
行
為
に
よ
る
ス
ト
レ
ス
に
よ
っ
て
う
つ
病
に
り
患
し
、
自
殺
に
至
っ
た
も
の
と

は
い
え
な
い
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

一



福
岡
高
等
裁
判
所
は
、
国
に
対
し
、
控
訴
人
で
あ
る
当
該
隊
員
の
父
に
百
五
十
万
円
を
、
当
該
隊
員
の
母
に
二
百
万
円
を

そ
れ
ぞ
れ
支
払
え
と
の
損
害
賠
償
義
務
を
課
し
、
国
は
、
控
訴
人
ら
に
当
該
損
害
賠
償
金
を
既
に
支
払
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
平
成
二
十
年
十
月
二
十
日
の
申
入
れ
に
つ
い
て
は
、
大
臣
官
房
文
書
課
の
職
員
が
対
応
し
た
。

五
、
七
、
八
及
び
十
二
に
つ
い
て

遺
族
が
来
省
す
る
こ
と
の
申
入
れ
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
年
十
月
二
十
日
に
、
防
衛
省
内
に
お
い
て
、
地
方
協
力
局
地

方
協
力
企
画
課
の
職
員
が
大
臣
官
房
秘
書
課
の
職
員
を
通
じ
て
、
遺
族
の
来
省
時
の
防
衛
省
と
し
て
の
対
応
に
つ
い
て
は
、

同
月
二
十
三
日
に
、
国
会
内
に
お
い
て
、
三
輪
恒
佳
人
事
教
育
局
服
務
管
理
官
及
び
大
村
幹
彦
大
臣
官
房
訟
務
管
理
官
が
、

あ
ら
か
じ
め
口
頭
で
防
衛
大
臣
へ
報
告
し
、
了
解
を
得
た
も
の
で
あ
る
。

六
、
十
一
及
び
十
三
に
つ
い
て

遺
族
か
ら
は
、
防
衛
大
臣
に
よ
る
対
応
が
困
難
な
場
合
に
は
担
当
局
長
に
対
応
し
て
も
ら
い
た
い
と
の
意
向
が
あ
り
、
防

衛
大
臣
が
公
務
に
よ
り
外
出
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
人
事
教
育
局
長
が
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
。

九
に
つ
い
て

二



人
事
教
育
局
長
は
、
御
子
息
が
亡
く
な
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
お
わ
び
申
し
上
げ
る
旨
の
発
言
を
し
て
い
る
。

十
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
原
稿
に
つ
い
て
は
、
事
前
に
作
成
は
し
て
い
な
い
。

三


